
国庫補助金を活用している米飯線に係る事業評価案について 

 

 

１ 目的 

旭川市地域公共交通会議（以下「本会議」という。）が、令和６年度第１回本会議で承認さ

れた「地域内フィーダー系統旭川市生活交通確保維持改善計画（令和６年５月１７日策定）」

に位置づけされた補助対象事業について、事業の実施状況や目標達成状況等の評価を行うこと

によって、補助対象事業がより効果的及び効率的に推進されることを目的としています。 

 

 

２ 自己評価（一次評価）等 

 本会議が自己評価を実施し（一次評価）、事業の実施状況の確認や改善点の把握を行いま

す。評価実施後、北海道運輸局に評価結果を提出し、第三者により客観性・妥当性の検証及

び、必要に応じて、今後のアドバイスを受けることとなります（二次評価）。 

 

 

３ 事業の実施状況の確認や改善点の把握について 

  このことについて、北海道運輸局への報告様式に沿って別紙１・別紙２・別紙３のとおり事

業評価案を作成しましたので、本会議にて御審議くださいますようお願いいたします。 

  

（別添資料） 

・ 地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（別紙１） 

・ 事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について（別紙２） 

・ 地域公共交通確保維持改善事業の概要（別紙３） 

 

 

  


